
 
 
 

 

１．課税限度額が変わりました。 
 

 ・国民健康保険税の後期高齢者支援金分に係る課税限度額が次のとおり引き上

げました。  

 
 課   税   区   分 

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 全 体 

改正前 ６５万円 ２０万円 １７万円 １０２万円 

改正後 改正無し ２２万円（＋２万円） 改正無し １０４万円（＋２万円） 

 

２．軽減対象世帯を判定する所得控除額を引き上げました。 
 

 ・５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯を判定する所得控除額を次のとおり

引き上げ、軽減対象世帯を拡大しました。 
 

軽減区分 改 正 内 容 

５
割  
軽
減  

改定前 
基礎控除額(４３万円)＋２８．５万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者数) 
＋｛１０万円×（給与所得者等の数－１）｝ 

改正後 
基礎控除額(４３万円)＋  ２９万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者数) 
＋｛１０万円×（給与所得者等の数－１）｝ 

２
割  
軽
減  

改正前 
基礎控除額(４３万円)＋  ５２万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者数) 
＋｛１０万円×（給与所得者等の数－１）｝ 

改正後 
基礎控除額(４３万円)＋５３．５万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者数) 
＋｛１０万円×（給与所得者等の数－１）｝ 

 

３．令和５年度の国民健康保険税率は据え置きです。 
 ・令和５年度の国民健康保険税率は次のとおり令和３年度から据え置きとなり

ました。 
  

 税区分 
令和５年度税率 

【令和３年度から据え置き】 

 

医療分 

所得割 ８．８０％ 

均等割※１ ３４，０００円 

平等割※２ ３５，０００円 

後期高齢者支援金分 

所得割 ２．７０％ 

均等割※１ １０，０００円 

平等割※２ １２，０００円 

介護納付金分 

所得割 １．５０％ 

均等割※１ ９，０００円 

平等割※２ ７，５００円 

 ※１ 均等割 は一人 当たりの金額 です。  

 ※２ 平等 割は一世 帯当たりの金 額です。      【 問合せ】  

 ●上記金額 に対し各 種減免等の制 度があり ます。   保健福祉 課 保険・医 療グルー プ  
                          （☎82‐2780）  


